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保護者の皆様へ 

玉野市教育委員会 

 

令和 4 年度 2 学期からの学校対応について 

                                

現在、新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増しており、感染状況が深刻な状況の中、2 学

期が始まりましたが、学校においては、引き続き、最大限の感染防止対策を講じながら、教育活動

を進めていくこととなります。 

さて、2 学期からの学校対応については、国や県の感染拡大防止対策の方針や本市の感染状況等

を踏まえ、次のとおりといたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止としての措置及びコロナ

禍での学校教育活動の推進・充実に向けた対応として、ご理解・ご協力くださいますようよろしく

お願いいたします。 

なお、本対応は現時点のものであり、今後、感染状況等に応じて方針や対応等を変更する場合が 

ありますこと申し添えます。 

 

１ 学校教育活動及び学校行事等について 

・可能な限り感染防止対策を行った上で、各校で工夫しながら、通常の活動を行います。 

・「3 密回避」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」「換気」など基本的な感染症対策は引き続

き徹底して行います。 

※マスク着用については、熱中症予防等にも十分留意し、自分で適切に対応できるように指導

します。 

・学校行事や教育活動等は、児童生徒の健康・安全の確保等を踏まえ、各校の児童生徒の実態や

感染状況等に応じて、感染防止対策を講じ、実施方法等工夫しながら行います。 

・給食等の喫食時には対面を避け、黙食等感染防止対策を徹底します。 

・部活動についても、感染防止対策を徹底し、可能な限り感染対策を行った上で、活動内容等を

精選し、感染リスクが低くなるように努めます。 

2 その他 

 ・市立高等学校は、原則、県立学校の方針に準じ、学校判断の対応とします。 

 ・児童生徒に発熱や咳等の症状がある場合には、登校を控え、自宅での休養を徹底する。同居家

族に未診断の発熱等の症状がある場合も登校を控える。 

 ・児童生徒や教職員等の感染が確認された場合は、保健所の判断や文部科学省が示す「学校で児

童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合のガイドライン」に基づき、

感染状況等を踏まえ、学校・市教委・校医・関係機関等と相談・協議の上、学級閉鎖・学年閉

鎖・学校の臨時休業等の対応を判断します。 

・毎朝の検温、こまめな手洗い・手指消毒・うがい等の習慣化、外出時のマスク着用等、ご家庭

での感染防止対策の徹底についても、引き続きご協力よろしくお願いします。 
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